
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市教育委員会では、令和８年度から令和 11 年度までを計画期間とする「第５期横浜市教育振興基

本計画」の策定を進めています。このたび、計画素案を取りまとめましたので、市民意見を募集します。 

 

１ 募集期間  

令和７年 12 月 17 日（水）～令和８年１月 19 日（月）

２ 素案冊子の閲覧及び概要版の配布場所 

市民情報センター（市庁舎３階）、各区役所広報相談係、行政サービスコーナー、横浜市立図書館、  

教育委員会事務局教育政策推進課（市庁舎 14 階） 

【ホームページにも掲載します。】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-

kyoiku/kyoiku/plankoho/plan/kyoikuplan/5th-kyouikuplan.html 

 

３ 御意見の提出方法等 

横浜市電子申請・届出システム、電子メール、郵送、ＦＡＸのいずれかでお寄せください。 

○ オンライン入力フォーム（横浜市電子申請・届出システム） 

次の二次元コード又は URL からアクセスし、ご入力ください。 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residen

ts/procedures/apply/2d382e94-10fe-48a5-bad9-

567168b57701/start 

 

○ 電子メール  

氏名、住所、素案へのご意見を記載のうえ、件名に【パブリックコメント】と入れて、次の電子メ

ールアドレスに送信してください。 

   送付先アドレス： ky-5keikaku@city.yokohama.lg.jp 

 

○ 郵送  

氏名、住所、素案へのご意見を記載のうえでお送りください。書式は問いません。 

（令和８年１月 19 日（月）消印有効とさせていただきます。） 

郵送先： 〒231-0005 横浜市中区本町 6-50-10 

横浜市教育委員会事務局 教育政策推進課 あて 

 

○ ＦＡＸ  

   氏名、住所、素案へのご意見を記載のうえでお送りください。書式は問いません。 

令 和 ７ 年 1 2 月 1 5 日 
教育委員会事務局教育政策推進課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

「第５期横浜市教育振興基本計画」 

素案について市民の皆様からのご意見を募集します 

裏面あり 
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   ＦＡＸ番号：045-663-3118  

 

※ ご意見を正確に把握するため、電話または口頭でのご意見は受け付けておりません。 

※ ご意見の提出に伴い取得した氏名・住所等の個人情報は、「個人情報保護法」の規定に従い適

正に管理し、この意見募集に関する業務にのみ利用します。 

 

【パブリックコメント実施結果と計画策定について】 

ご意見の概要は、横浜市の考え方と併せて、個人情報を除き、後日、市のホームページで公表し

ます。個別の回答はいたしません。なお、個人の特定につながるものや第三者の利益を害するおそ

れのあるものなどは、公表しない場合があります。 

 

4 今後のスケジュール（予定）  

令和８年２月～３月 パブリックコメントの結果公表 

令和８年３月     計画策定 

 

5 計画の概要  

「こども基本法」や「横浜市こども・子育て基本条例」の趣旨を踏まえ、児童生徒が「今」学校生活で大

事だと思っていることや「未来」に向けて学んでいきたいことなどを聴き、その意見を踏まえた計画とし

ています。

計画体系（７つの柱）： 

①全ての子どもの可能性を広げる学びの推進   ②ともに未来を創るグローバル人材の育成 

③安心して学べる環境づくり              ④社会全体で子どもを支える教育の推進 

⑤子どもたちの学びを支える魅力ある教職員   ⑥子どもの学びを充実させる学校規模と学校施設 

⑦市民の豊かな学び 

 

計画のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

教育委員会事務局教育政策推進課長 白井 美由紀 Tel 045-671-3224 


